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皆様のご支援でＶ３達成！

■議会の役割
・監査委員会
・市民文教常任委員会
・議会運営委員会
・議会改革委員会
・議会改革PTメンバー
■所属会派
・みらいの風（３人） 代表

３期目（今年度の役割）

ご挨拶
暑い日が続いておりますが、皆さまにおかれましては益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。
また安城市の更なる発展の為、今後益々精進してまいります。

今後とも宜しくお願い申し上げます。

安全で安心して暮らせる まちづくりに向けて

大規模災害に備えて避難所の国際基準「スフィア基準」導入を提案！！

取
り
巻
く
情
勢

日本の避難所は海外に比べ劣悪と言われてお
り、東日本大震災や熊本地震において、避難
所生活の疲労や環境の悪化などを原因とする
災害関連死が課題となった。
スフィア基準には、生活用水を含めた1日に
必要な水の量やトイレの男女比など、国や県
の基準にはない詳細な指標が記載されている。

実
態
調
査

本市の避難所となる、公民館などの公共施
設の避難所開設時に避難者が利用する和式
トイレが38％であり、多目的トイレを含
む洋式トイレが62％となっている。

私の想い

避難所の施設によっては和式便器のトイレが多く、
足腰の弱い高齢者や車いす使用の身体障がい者に
とっては、トイレの使用が極度に困難となり、衛
生環境の悪化は命に関わる問題となるため早急に
対策を行う必要がある！

Q：本市の避難所運営マニュアルにも、スフィア
基準を盛り込むべきと考えるが！

A：スフィア基準は避難所の国際基準であるため、
今後の見直し時には参考としていきたい。



①住宅街から交通量の多い幹線道路へ出る際、
住宅が建ったことにより、右から来る車の確認
がしづらいためカーブミラーを設置してほしい。

②元県税センター跡地横の「桜町小学校北交差点」に
おいて、道幅が非常に狭く対向車とすれ違えない。信
号待ちをしている時、幹線道路側から車が進入して来
るとバックして下がるしかなく、後続車が並んでいると立
ち往生して最悪の状態になる。

くらしの相談「皆さんの声」が実現しました！

設置要望をいただいた町内会は既に１７件のカーブ
ミラー設置要望が出されていましたが、地元議員の
協力もいただき２年後に設置することが出来ました。

町内会及び地元議員の協力をいただき、市へ道路幅
拡張要望を行い電柱の移設及び道路の拡幅実現。

カーブミラー設置

お知らせ 県内初！ 危険空き家の解体作業に着手！

空き家のもたらす問題は「雑草・悪臭
など衛生環境の悪化」「景観の悪化」
「不法侵入などによる治安の悪化」
「生命・身体への被害のおそれ」が挙
げられ、他にも放火や不法投棄の温床
になったりします。

全国的に人口減少や高齢化の進行で空き家が急増しています。
特に適正に管理されていない空き家は、周辺の生活環境へ悪
影響を及ぼしています。
平成２６年１１月に「空家対策の推進に関する特別措置

法」が制定され、この法律の施行を契機に空き家に対する取
り組みが本格的に始まりました。

空き家対策の背景

カーブミラー設置

道幅が狭く信号待ちの
車がいると、すれ違えない

電柱を移設し、道幅を拡幅

空き家があることで近隣住民や地域に悪影響を及ぼしていることが問題！

ランク４、５の危険な状態の
空き家を現地で確認しました。
今後も現地・現物にこだわり、
対策を市政に訴えてまいります！

錦町
桜町 根崎町北崎

地域での困りごと、市政に対するご意見・ご要望等、お気軽に

「辻山ひでふみ くらしの相談室」をご利用ください。

くらしの相談室はホームページからも入ることができます。
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市内の空き家は２年間で減少しています！

錦町の空き家は、８月９日までに解体

作業を完了します。

撤去費用は約583万円掛かるため、法に
基づき費用回収の手続きを進めます。

桜町、根崎町北崎の危険空き家について
も、地権者と複数回の面談を実施。

今後とも粘り強く交渉を重ね解体を目指
し取組んでまいります。




